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Ｈ16歳以上の方　Ｉ先着20人
Ｍ4月9日㈫から電話で、南部青少年
センター☎264-8995
Ｔ同センター☎前記Ｆ268-1032。月
曜日（祝日の場合は翌日も）、祝・休
日休館

Ｙジュニア育成プログラム

Ｊ講義＝5月18日、9月14日、11月9日
の土曜日10：00～11：30。実技＝5月
25日、7月20日、10月5日、11月23日、
12月14日の土曜日9：30～12：00。全8回
Ｂ講義＝中央コミュニティセンター。
実技＝千葉公園スポーツ施設、青葉
の森スポーツプラザ
Ｎトップアスリートを目指す子ども
を支援するためのプログラムを行い
ます。講義＝スポーツの怪我予防、
栄養・メンタルサポート。実技＝バレ
ーボール、陸上、テニス、卓球、ミ
ニバスケットボール
Ｈ小学4～6年生と保護者
Ｉ30組60人
Ｋ1組2,800円
Ｃ講義は保護者、実技は子どものみ
参加（保護者同伴可）。詳しくは、お
問い合わせください。
Ｍ4月15日㈪必着。ｏに保護者のｊの
ほか、子どもの氏名（フリガナ）・年
齢・スポーツ経験の有無（有りの場合
は競技名も）を明記して、〒260-0025
中央区問屋町1-20千葉市スポーツ協
会へ。Ｅsanka@chibacity.spo-sin.
or.jpも可。
Ｔ同協会☎238-2380Ｆ203-8936

Ｚ公共施設マネジメントゲー
ム体験ワークショップ

Ｊ6月1日㈯14：00～16：00
Ｂ生涯学習センター
Ｎ市の資産経営の取り組みを紹介。
ボードゲームを使って公共施設マネ
ジメントを体験し、30年後の公共施
設のあり方を一緒に考えます。
Ｉ20人
Ｍ4月30日 までにＥメールで、ｊを
明記して、資産経営課Ｅshisankeiei.
FIA@city.chiba.lg.jp。 Ｆ245-5654、
電子申請も可。
Ｔ同課☎245-5283Ｆ前記

Ｙ市図書館地域おはなしボラ
ンティア養成講座

Ｊ6月6日㈭～来年2月13日㈭のうち
15回
Ｂ市中央図書館ほか
Ｎ読み聞かせの方法、本の選び方、
プログラムの組み立て方などを学び
ます。
Ｈ市内在住の20～65歳で、読み聞か
せなどの経験が3年以上あり、講座終
了後、地域おはなしボランティアと
して活動できる方
Ｉ10人（多数の場合選考）
Ｃ詳しくは、ｈ「千葉市　おはなし
ボランティア養成」で検索。申込書
配布場所＝市中央図書館、地区図書
館・分館。ｈから印刷も可。
Ｍ4月19日㈮までに、申込書と必要書
類を市中央図書館へ直接持参
Ｔ同館☎287-3980Ｆ287-4053。月曜
日・第3木曜日（祝・休日の場合は翌
日）休館

相　談

Ｗエイズなど性感染症の 
検査と相談　

検査

Ｊ4月9日㈫・16日㈫14：00～15：00
Ｍ電話で、感染症対策課☎238-
9974 

面談・電話相談
Ｊ火曜日（4月30日を除く）10：00
～12：00、13：00～16：00と4月17日
㈬・24日㈬14：00～16：00
Ｎ専門カウンセラーによる相談
Ｃ要事前予約
Ｂ保健所
Ｃ匿名で受けられます。
Ｔ同課☎前記Ｆ238-9932

Ｗこころの健康センターの相談

Ｊ①アルコール・薬物依存相談＝4月
10日㈬・26日㈮、5月8日㈬14：00～16：00
②高齢者相談＝4月18日㈭14：00～
16：00
③ギャンブル等依存相談＝4月24日
㈬13：30～16：30
④思春期相談＝4月26日㈮、5月9日㈭
10：00～12：00
Ｎ①②④専門医による相談
Ｈ本人または家族
Ｍ電話で、こころの健康センター☎
204-1582
Ｔ同センター☎前記Ｆ204-1584

Ｗ女性のための健康相談

女性医師（婦人科）による面接相談
Ｊ4月24日㈬13：15～15：20
Ｂ保健所
Ｍ電話で、健康支援課☎238-1220

保健師による電話相談
相談専用電話☎238-1220
Ｊ平日9：00～16：00（12：00～13：00
を除く）
Ｈ女性ホルモンなどの関係で、心と
体の不調・不安で悩んでいる方
Ｔ同課☎前記Ｆ238-9946

Ｖくらしとすまい・法律 
特設相談

くらしとすまいの特設相談
Ｊ4月10日㈬、5月8日㈬10：00～ 
15：00
Ｎ相続・遺言、登記、税、不動産取
引、建築・リフォーム、土地の境界
Ｉ各日、各相談先着8人
Ｃ1人30分｡ 電話相談不可
Ｍ電話で、広報広聴課☎245-5609

特設法律相談
Ｊ4月27日㈯13：00～16：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ16人
Ｃ1人20分｡ 裁判所で訴訟・調停中
のもの､ 電話相談は不可
Ｍ4月18日㈭までに電話で、同課☎
前記｡ 電子申請も可。
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｔ同課☎前記Ｆ245-5796

Ｖ 分譲マンション相談・アドバ
イザー派遣

Ｊ4月11日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。4月18日㈭
＝法律相談など。いずれも、13：30～
16：30
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｃ相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可。
Ｍ前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎245-5690。Ｆ
245-5691も可（ｊを明記）。
Ｔ住宅政策課☎245-5849Ｆ245-5795

Ｖ建築相談

Ｊ4月14日㈰10：00～15：00
Ｂ生涯学習センター
Ｎ建築士による住宅の設計、建築、

耐震診断など
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ県建築士事務所協会千葉支部☎
291-6855（FAX兼用）

Ｖ不動産に関する相談会

Ｊ4月26日㈮10：00～16：00
Ｂ市役所1階ロビー
Ｎ不動産鑑定士による相談
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ県不動産鑑定士協会☎222-5795 
Ｆ222-9528

Ｖ消費生活センターの 
多重債務者特別相談

Ｊ4月11日㈭・25日㈭13：00～16：00
Ｉ各先着6人
Ｎ弁護士による相談
Ｃ1人30分程度。相談には債務者本人
が来所。家族の同伴も可。電話相談
不可
Ｍ電話で、消費生活センター☎207-
3000
Ｔ同センター☎前記Ｆ207-3111

Ｖ外国人のための法律相談

Ｊ4月15日㈪13：00～16：00
Ｂ国際交流プラザ
Ｉ先着4人
Ｃ通訳希望者は要事前相談
Ｍ電話で、国際交流協会☎245-5750
Ｔ同協会☎前記Ｆ245-5751。日曜日、
祝日休業 

Ｖ心配ごと相談所の相談

法律相談
Ｊ4月18日㈭13：00～15：00
Ｎ弁護士による相談
Ｉ先着6人
Ｃ裁判所で訴訟・調停中のもの、電
話相談は不可。
Ｍ電話で、心配ごと相談所☎209-
8860

常設相談
Ｊ平日10：00～15：00（12：00～13：00
を除く）
Ｎ民生委員・児童委員などによる
相談
Ｔ同相談所☎前記Ｆ312-2442

Ｗ保健福祉の電話相談

保健や福祉に関する相談を受け、内
容に応じて、関係機関への引き継ぎ
などを行います。
相談先＝保健福祉総務課☎245-5720

（平日9：00～17：00）。Ｆ245-5721・
Ｅfukushi-soudan@city.chiba.
lg.jpでの相談も可。

募　集

ＺWEBアンケートで 
あなたの意見を市政に！

4月1日㈪～10日㈬、ｈでWEBアンケ
ートを行っています。
テーマ＝「生涯学習」「応急手当」「環
境配慮行動」
抽選で、動物公園などの施設利用券
を進呈。
詳しくは、ｈ「千葉市　WEBアンケ
ート」で検索
Ｔ広報広聴課☎245-5609Ｆ245-5796

Ｙみなとのコミュニティガー
デン活動の参加者

Ｊ4月11日㈭～来年3月31日㈫9：30～

11：30
Ｂ千葉みなと桟橋公園ほか
Ｎ花壇作り・手入れなど
Ｃ月1～4回、1回2時間程度
Ｍ4月10日㈬までにFAXで、 ｊを明
記して、みなと活性化協議会（海辺
活性化推進課内）Ｆ 2 4 5 - 5 6 9 5。
Ｅumibe.UR@city.chiba.lg.jpも
可。
Ｔ同協議会☎245-5348Ｆ前記

Ｚ花壇コンクールの参加者

Ｎ講習会で配布される6種類の草花
の種子から花壇を作り、美しさや技
術を競います。
一般花壇＝面積10平方メートル程度
の花壇
プランター花壇＝面積5平方メート
ル程度のプランターを利用した花壇
Ｈ市内で、市民が鑑賞できる場所に
花壇を設置できる団体または個人
Ｃ設置場所の利用許可などが必要な
場合は、各自で許可を得てください。
申込書・募集要項配布場所＝緑政課、
区役所地域振興課、市民センター、
公民館など。緑政課ｈから印刷も可。
花壇づくり講習会・種子の配布
Ｊ5月14日㈫・18日㈯10：00～12：00
Ｂ三陽メディアフラワーミュージ
アム
Ｍ5月7日㈫必着。申込書を、〒260‐
8722千葉市役所緑政課へ。Ｆ245-
5885、Ｅmidoritohana@city.
chiba.lg.jpも可。
Ｔ同課☎245-5775Ｆ前記

２０１８年度市長賞受賞花壇

Ｚ市長との対話会の参加者

ＪＢ5月11日㈯10：30～11：30＝宮崎
公民館、18日㈯17：00～18：00＝花見
川保健福祉センター、19日㈰10：00～
11：00＝千葉大学西千葉キャンパス
Ｎ市長による、2019年度予算とこれか
らの千葉市についての説明、意見交換
Ｉ各先着50人
ＭEメールで、ｊのほか、希望会場

（1人1会場）、参加者全員の氏名（フ
リガナ）を明記して、広報広聴課
Ｅkohokocho.CIC@city.chiba.
lg.jp。同課へ電話☎245-5298、Ｆ245-
5796、電子申請も可。

Ｚランチ・ミーティングの参加者

Ｊ5月14日㈫12：00～12：50
Ｂ市役所市長室
Ｎ市長と昼食を取りながら参加団体
の活動内容についての意見交換
Ｉ1団体（5～9人）
Ｇ昼食
Ｍ4月15日㈪必着｡ｇにｊのほか､ Ｅ
メールアドレス､ 団体名、活動内容、
参加人数、話し合いたいテーマを明
記して､ 〒260-8722千葉市役所広報
広聴課へ｡ Ｆ245-5796、電子申請も
可｡
Ｔ同課☎245-5298Ｆ前記

Ｚ姉妹都市を訪問する派遣生

①カナダ・ノースバンクーバー市
Ｊ8月5日㈪～20日㈫（予定）

特に記載のない場合は、◦申し込みは１日から受け付け　◦応募多数の場合は抽選　◦対象は市内在住・在勤・在学の方　◦料金は無料
申込時に記載する必要事項は【15面】参照。ゴールデンウィークの主な施設の開館日は、【11面】をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。


